
資料１
該当箇所：橿原市第2期子ども・子育て支援事業計画　第4章の3（p.51～64）

基本目標１　質の高い教育･保育や子ども・子育て支援を提供する環境の充実

（１）乳幼児期における教育・保育の充実

№ 施策・事業 内　容 担当課

1 教育・保育の推進

幼稚園・保育所（園）・認定こども園に通う子どもが区別なく教育・保
育を受けることのできる環境のもと、「橿原市就学前の保育・教育指
針」に基づき、一人ひとりの子どもが個性や能力を伸ばし、健やか
に成長できるよう、教育・保育を推進します。

評価
（進捗状況）

　乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要な
時期であることを踏まえ、「橿原市就学前の保育・教育指針」に基づ
き、子どもの発達の保障を目指して、保育所・幼稚園の枠を越えて
養護と教育を一体的に行えるよう保育・教育内容を構築し、進めま
した。
　子ども一人ひとりに寄り添い、集団の中で経験を積み重ねていく
中で、それぞれに合わせ、個性を認め、子どもたちの成長につなげ
ていけるよう努めています。
　令和4年度も新型コロナウイルス感染拡大防止対策を十分に行い
ながら、保育内容を工夫しています。
　人間関係を育むうえでは欠かせない活動として、ふれあい遊びや
一緒に体操をする時間、遊びの共有などの時間を大切に取り組
み、異年齢児とのかかわりの時間も、少しずつ内容や時間を工夫し
ながら充実でいるように改善に向かっています。

課題と方策

　コロナウイルス感染症の流行で、幼児期の子ども達の成長・発
達への影響を心配しています。特に運動能力や体力作りに対し
て環境を通してよりよい経験を積み重ねられるように何らかの工
夫が必要であると考えます。直接体験や生活習慣など様々な面
での経験不足が心配されます。 今後も教育・保育を充実させ、
地域や園において、集団の中で一人ひとりの子どもが輝けるよう
な場を作り、それぞれの個性や能力を伸ばせる方法を研究し進
めます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

2
公立幼稚園・保育所の

適正配置について
公立幼稚園・保育所については、「就学前の保育・教育のあり方と
適正配置についての基本方針」に基づき、適正化に取り組みます。

評価
（進捗状況）

　就学前の保育・教育を一体として捉え、一貫して質の高い保
育・教育を提供できるよう、公立幼稚園の再編、公立保育所の認
定こども園化や民間活力の導入等、橿原市保育所・幼稚園適正
配置検討委員会での答申を踏まえて、「保育所・幼稚園適正配
置実施計画」の作成作業を進めています。

課題と方策
　実施計画は、保護者や住民と十分な意思疎通を図りながら進
めていく必要があることから、引き続き、保護者や地域住民へ十
分な説明を行いながら、令和４年度中の策定を目指します。

施策の実施状況（令和４年度上半期）

こども未来課

こども未来課

教育総務課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

3
認定こども園の整備に

向けた支援

認定こども園への移行に必要な支援を行います。また、制度改正の
趣旨を踏まえ、地域の実情に応じた認定こども園の普及を図りま
す。

評価
（進捗状況）

　公立幼稚園・保育所の認定こども園化について、橿原市保育
所・幼稚園適正配置検討委員会での答申をもとに関係課と連携
し、「保育所・幼稚園適正配置実施計画」の作成作業を進めてい
ます。

課題と方策

　こども園については、地域や保護者の方の理解を得ながら、認
定こども園化を進めることを目指しています。
　公立幼稚園については、園児の減少が著しく、子どもの育ちに
大切な集団がさらに小規模化していることから、保護者や地域住
民に十分な説明を行いながら、公立幼稚園を再編し、認定こども
園として整備することを目指しています。

№ 施策・事業 内　容 担当課

4 地域型保育事業の推進

　多様化する保育ニーズ等に対応するため、条例で規定した設備・
運営基準に基づいて地域型保育事業（小規模保育）を推進しま
す。また、教育・保育施設の実施者と地域型保育事業の実施者との
相互連携を支援していきます。

評価
（進捗状況）

　小規模保育を行う施設の事業者の誘致、選定をする中で、令
和5年4月に２園の開園を予定しています。待機児童対策につな
がっていくと期待しています。なお、引き続き保育士確保の取り
組みをしていきます。

課題と方策
　小規模保育実施に向け相互連携を行い、支援していくように
努めます。今後も待機児童対策を継続し小規模保育を実施して
いきます。

こども未来課

教育総務課

こども未来課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

5
幼稚園・保育所（園）・

認定こども園の職員等の
研修の実施

　子ども一人ひとりの成長・発達に応じた教育・保育内容の充実を
図り、多様なニーズに対応できるよう、研修事業の充実やさまざまな
自己啓発・交流機会への参加促進などを通じて、職員の質の向上
を図ります。

課題と方策

　研修受講の職員の感想の中に　相手を認め、『話を聴くこと』の大
切さは、わかっているつもりになっていても、こういった研修を受ける
ことで、また、もう一度立ち止まり自分自身を見つめなおす時間にも
なったと声がありました。今後も園内研修の実施方法を工夫し、意
識して研修に取り組み、保育士自身の充実に向けて内容を設定し
ていくよう継続していきます。
　また、幼稚園・保育所の公開保育においても保育の実際の進め
方など、今後も学びの場を作り職員の質の向上を図っていきます。

　ＩＣＴ環境（機器やＷｉ－Ｆｉ工事、アプリ導入など）や庁内ＬＡＮの
整備が進み、幼稚園も進化しています。利用度や効果度、保育・教
育への影響など検討していきたいと思います。

こども未来課

評価
（進捗状況）

　私立保育園・認定こども園においては、職員の研修受講促進や
園内研修、参考書籍の活用などにより、職員の質向上に取り組んで
います。
　橿原市立幼稚園 こども園 園長及び園長補佐を対象者として「心
の中を風通しの良い関係　また、職員の声を「聴く」ということを考え
る機会になればとコーチングスキルについてこども未来課主催の職
員研修会を実施。

日時：令和 4 年 10 月 28 日 （金）  午後６時１５分～午後８時１５分
内容：「コーチング研修 ～相手の中に答えはある～」
講師：銀座コーチングスクール 奈良校代表 澤村 一誠 氏
　
また、令和4年度幼稚園教員研修を開催
　
第１回：令和4年７月28日（木）リモート講座　３４名（各園）
講座名：「幼保小の円滑な接続に向けて　　スタートカリキュラムを学
ぶ」
講師：葛本　雅英（橿原市教育委員会事務局　学校教育課　指導
主事）
　
第２回：令和４年１１月２９日（火）　畝傍南幼稚園リズム室　３０名
講座名：「幼保小の円滑な接続に向けて　　小学校の生活科の実践
から学ぶ」
講師：縄田　桃花（真菅北小学校　教諭）
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№ 施策・事業 内　容 担当課

6
幼稚園・保育所（園）・

認定こども園、小学校等
との連携の推進

　子どもの発達や学びが円滑に接続できるよう、幼稚園・保育所
（園)・認定こども園に通う子どもと児童・生徒の交流活動を充実さ
せ、就学前教育・保育における幼稚園・保育所（園）・認定こども園
から小学校に至る接続期のカリキュラムの連携はもとより、指導者の
相互理解、家庭・地域との連携を進めます。

評価
（進捗状況）

　私立保育園・認定こども園においては、職員や子どもの交流機
会を設けたり、卒園後の新１年生と情報交換を行う等各園で取り
組みをされています。公立保育所においても、小学校の様子を
ビデオで撮影し見せてもらう機会を作ってもらったり、1年生と手
紙のやり取りをし小学校のことを知る機会にしました。また、1年
生が育てた朝顔の種を持ってきてくれたり、校庭で鬼ごっこをさ
せてもらったり1年生の様子を中庭から見学したりして各近隣の
小学校との交流機会を設けました。また、情報交換をきめ細やか
に行い、連携を図っています。コロナ禍の影響により実施しづら
い状況となっている中、工夫しながら実施しました。
　
　公立幼稚園では「小学校との接続」を協議主題として取り組ん
できましたが、令和４年度もコロナウイルス感染拡大防止のた
め、小学校や地域との交流は縮小せざるを得ませんでした。そ
の中でも、対策を十分に行った上で、授業参観等に参加し、就
学した児童の様子を観察した園もありました。また幼小の教員の
交流や児童生徒との交流などの実践を行う園もありました。ビデ
オレターや動画を通して交流する工夫もありました。
　奈良県学ぶ力はぐくみ課、奈良っ子はぐくみ課では、就学前教
育から小学校教育をつなぐカリキュラムについての検討会議が
始まりました。また、奈良県幼児教育理解・推進事業の協議課題
は「幼保小の円滑な接続に向けて、どのような取り組みを進める
とよいのか」となっています。
　橿原市就学前保育・教育研究会においても各園では地域の小
学校との交流や連携など取組を進めるが、小学校教育を十分に
理解し、幼児教育にどのようにいかされているのかを図るため
に、研修会を進めています。今後も引き続き、工夫しながら職員
の質の向上を図っています。

課題と方策

　今後も中学校区単位での連絡会を通じた交流などにより、小
学校との連携を深めていきます。
　
　今後もお互いの教育内容など理解していくための合同研修会
など計画を図りたい。就学前の幼児と児童の交流の機会を増や
していきます。５歳児から小学校1年生の架け橋期のカリキュラム
について国や県の方針に学ぶために、講師を招いて研修を行
い、就学前教育と小学校教育の理解を深め、つながりをより意識
した取組が行えるような「体制つくり」を目指していきたいです。

こども未来課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

7
幼児教育・保育事業の

質の確保及び向上

幼児教育・保育の質の向上に資するよう、教育・保育に関する専門
性を有する指導主事を引き続き配置し、さらに質の高い教育・保育
を提供する環境の充実を図ります。

評価
（進捗状況）

　
　県内の他市町村の指導主事と連携し、情報共有を行っていま
す。また、奈良県版就学前教育プログラムの「はばたくなら」の取
り組みを進めています。
　補助執行により幼稚園事務がこども未来課に移行したことによ
り、こども園と幼稚園を総合的に関わる指導主事を配置していま
す。園運営を円滑に進められるように園内研修、巡回等を通して
保育参観と園児観察及び指導、園長会での指導、市就学前の
保育・教育研究会への助言、市内外の関係対応、法的研修での
指導などを実施できました。また、指導主事のこれまでの経験を
活かし、役割分担的に連携しながら各園への指導を進めまし
た。

課題と方策

　今後も各園の状況をとらえながら、質の高い教育・保育を提供
できるよう環境を整え、市町村保育指導主事連絡協議会での情
報を共有し、各園との共通理解に努めていきます。
　また、令和４年度から、地域においての人材育成として市町村
アドバイザーの育成のための研修会やサポート講座、有識者に
よる講演などが実施されるのを受けて参加していきます。各園に
も奈良県のアドバイザーの派遣を依頼し、公開保育や研究会の
研修会などで橿原市の保育・教育の充実を図ります。

№ 施策・事業 内　容 担当課

8
外国につながる幼児への

支援・配慮

国際化の進展に伴い、外国につながる幼児（海外から帰国した幼
児や外国人幼児、両親が国際結婚の幼児など）や、宗教上の慣習
等に対する配慮が必要な幼児が、円滑に教育・保育等の利用がで
きるよう、引き続き適切な支援を行います。

評価
（進捗状況）

　保護者へおしらせ文を渡す際は、ひらがなで記載したり口頭で
説明するなど、内容が伝わるよう配慮しています。また、個人懇
談等では、通訳を依頼し、意思疎通ができるようにしました。
　保育の中では、言葉が分かりづらい場合には写真や絵を活用
して伝える等、安心出来る環境を作るように各園で工夫して支援
を行っています。

　入園案内等について、多言語化して市のホームページに掲載
しています。

課題と方策

　引き続き、外国につながる幼児とその保護者が円滑に保育所
（園）・認定こども園を利用できるよう、適切な支援・配慮を行いま
す。
　
　母国語の通訳を情報機器等を介して会話内容の理解を高める
など保護者とのコミュニケーションを図ります。園児に対しては
ゆっくり丁寧にかかわり、家庭生活の情報から一人一人の理解
を深めて寄り添っていくようにしなければなりません。言葉の理解
度を図り、わかる言語を使用できるよう取り組みます。

こども未来課

こども未来課
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（２）多様な保育事業の充実

№ 施策・事業 内　容 担当課

9 一時預かり事業の充実

就労や傷病、出産、リフレッシュ等、保護者の心理的・身体的負担
の解消を図るため、幼稚園等の在園児を対象とした預かり保育や、
その他施設における一時預かりを行うとともに、新規施設での実施
の検討などを進め、多様化する保育ニーズに対応します。

　
　こども広場の一時預かり事業については事前予約制を採用していま
すが、利用者の多い日には当日の急な預かりに対応できない場合があ
ります。その場合、保育所（園）での一時預かり事業を利用できるよう連
携を密に行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）
　
　公立こども園における一時預かりについては、予約方法を見直したこ
とにより、多くの方に広くご予約いただけるようになりました。しかし、保
育士の不足により定員までお預かりできないのが現状です。今後保育
士確保に努めていきます。今後はアプリを利用しての申請や予約がで
きるように進め利用者の利便性と事務の効率化を進めていきます。
　
　幼稚園では今後も就労の保護者でも幼稚園を選択しやすい環境作り
を図ってまいります。利用人数に応じて職員が協力し合いながら今後も
取り組んでいきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こども未来課）

課題と方策

評価
（進捗状況）

　
　交通の要所となる大和八木駅前に立地し、利便性のよい「こども広場」
で、観光、買い物等子育て世代の活動を支援しています。９時から19時ま
でと夕方遅くの預かりも対応しています。令和4年度上半期は253件でした。
                                  　　　　　              　　（子ども家庭相談室）

　一時預かりについて、保護者の用事やリフレッシュ等のために一時的に
子どもを預かる「一時預かり」については私立保育園１か所、私立認定こど
も園１か所、市立保育所３か所で在園児ではない子どもを対象に実施して
います。
　市立保育所３園では、２園間での相互利用を可能とし、保護者にとって利
用しやすい事業となるよう努めています。また、予約がとりづらいとのご意見
をいただいていた公立保育所での一時預かりについては、より多くの方の
ニーズに対応できるよう予約方法を工夫しながら、運用しています。
　利用者のニーズにできる限りお応えできるよう感染症対策に努めながら、
事業を実施していますが、保育士不足により定員までお預かりできない状
況にあります。今後も保育士確保に努め、より多くの方のご要望にお応えで
きるように努めてまいります。
　私立認定こども園においては、教育標準時間の利用をしている在園児（１
号認定）を対象として、通常の教育時間を超えて保育を行う「預かり保育」を
実施しています。

　令和４年度公立幼稚園における預かり保育を実施しました。
令和４年４月の春期休業中の進級児の預かり保育を初めて実施しました。
新入園児も新２号申請の方の預かり保育の早期の利用開始を、子どもの状
況に合わせて実施しました。
◎　平日の預かり保育について
　　利用時間　 12園：教育時間終了後から16時30分まで
　　　　　　　　    ３園：朝８時から教育時間開始まで（８時40分）
　　　　                  　　 教育時間終了後から18時まで
　　利用料       12園：教育時間終了後から16時30分まで１回200円
　　　　　　　　  　３園：教育時間開始まで１回100円
　　　　　　　　　　　　 　  教育時間終了後から16時30分まで１回200円
　　　　　　　　　　　　　   教育時間終了後から18時まで１回300円
◎　長期休業日の預かり保育について
　　　　　　　　  　12園：８時40分～16時30分の内
　　　　　　　　　　　　     ４時間未満　300円
　　　　　　　　　　　　   　４時間以上８時間未満　700円
　　　　　　　　　   ３園：８時00分～18時00分の内
　　　　　　　　　　　　     ４時間未満　300円
　　　　　　　　　　　　　   ４時間以上８時間未満　700円
　　　　　　　　　　　　　   ８時間以上　800円
・夏休みは園の閉園日以外の７月２１日から８月３１日の預かり保育を各園
で実施しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こども未来課）

子ども家庭相
談室

こども未来課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

10
時間外保育事業

（延長保育事業）の充実
　11時間の開所時間を超えて保育時間を延長し、多様化する保育
ニーズに対応します。

評価
（進捗状況）

　保護者の世帯状況や就労形態の多様化に伴ってニーズの高
い事業であり、私立・公立ともに延長保育事業を実施していま
す。

課題と方策

　保育士確保が困難な状況の中、新型コロナウイルス感染症拡
大状況を踏まえ、学年別の延長保育が必要になった場合に保
育士の配置に苦慮することがあり、人員確保対策が急務となって
います。

№ 施策・事業 内　容 担当課

11 病児保育事業の充実

病気または病気の回復期に至るまでの間、集団保育が困難であ
り、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育が困難な小学校
６年生までの児童について、病院に併設された病児保育室等で預
かります。また、多くの方が利用できるように、今後も多様な広報に
努め、本事業の周知を徹底します。

評価
（進捗状況）

　現在、吉川医院キッズケアルーム等で実施しています。
　就労等により、集団保育のできない児童を家庭で保育できな
い保護者にとってニーズの高い事業であり、平成29年度からは
定員を増員してより多くの方の受入に努めています。

課題と方策

　新型コロナウイルス感染症の影響で利用者が減少していました
が、社会が活発に動くようになってきて、利用数が元に戻りつつ
あります。今後も状況を注視しつつ事業を継続していくよう努め
ています。
　また、事業の周知のため、広報やHPなどの活用や、パンフレッ
トの配布などを行っていますが、より多くの方に周知できるよう事
業者と連携してPR活動を進め、保護者の就労と子育ての両立を
支援できるよう努めていきます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

12
子育て短期支援事業の

充実

保護者の病気や仕事のため、子どもの養育が困難になった場合、
児童福祉施設で養育を支援するショートステイやトワイライトステイを
実施します。

評価
（進捗状況）

　事業利用の事前登録を行った児童について、保護者から利用
申請があれば、児童福祉施設の空き状況を確認しながら受付を
行っています。

課題と方策
　保護者の多様なニーズに対応する必要があるため、児童福祉
施設との連携を深め、情報を共有し、より実情に即した支援に努
めます。

こども未来課

こども未来課

子ども家庭相
談室

7 



（３）放課後児童対策の充実

№ 施策・事業 内　容 担当課

13
放課後児童健全育成事
業（放課後児童クラブ）の

充実

　保護者の就労等により、放課後に家庭で子どもだけとなってしまう
児童を対象に、遊びと生活の場を用意して健全な育成を図るため、
放課後児童クラブの周知を進め、利用の促進に努めます。また、運
営形態については、市の支援のもとに保護者の負担軽減を図り、
事業内容の質の向上を図ります。

評価
（進捗状況）

　橿原市放課後児童育成健全事業は、公設民営のもと、条例に
基づき、設備や運営の向上を図っています。また、平成27年度
に設立された橿原市放課後児童クラブ運営協議会に加盟して
いるクラブについては、保護者の事務負担の軽減が図られてい
ます。

課題と方策
　支援員の数が慢性的に不足している一方で質の向上も課題と
なっています。各種媒体を活用し広く募集を行い人員確保に努
めるとともに、指導員に研修の積極的な受講を勧めます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

14
放課後児童健全育成施

設の整備・充実

　老朽化や児童数の増加などにより、改善が求められている放課後
児童健全育成施設について、改修・改築、移転を含む整備を計画
的に進めるとともに、幼稚園や小学校の余裕教室の活用等につい
ての継続的な検討を進めます。

評価
（進捗状況）

 ・晩成放課後児童クラブについては、晩成幼稚園の余裕教室を
学童クラブの施設とするための改修工事を行い、令和5年1月に
開所する予定です。
 ・今井放課後児童クラブについては、今井保育所に隣接する旧
デイサービス部分を学童施設とするための設計業務を行ってい
ます。令和5年度に改修工事の予定です。
 ・真菅放課後児童クラブについては、真菅小学校の余裕教室1
室を学童施設とするための設計業務を行っています。令和5年
度に改修工事の予定です。
 ・白橿児童クラブについては、白橿北・南小学校の統合に伴
い、令和7年度から、現在の白橿北小学校内に開設する計画を
立てています。そのための設計業務を行っています。

課題と方策
　利用者の増加に伴い、迅速な実施場所の確保が求められま
す。幼稚園や小学校の余裕教室または空家等の確保に向け、
引き続き教育総務課や地元と協議を進めてまいります。

人権・地域教
育課

人権・地域教
育課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

15
地域住民等による放課後
の児童支援（地域子ども

教室の推進）

　地域の大人が中心となって子どもたちに「安全・安心」な居場所を
設け、いろいろな「体験」や地域の大人・異年齢の友達との「交流」
「学習機会」の提供を通じて「生きる力」を身につけ、健やかに成長
するきっかけとなることを願い、地域子ども教室を実施しており、今
後は放課後児童クラブとの連携をめざします。

評価
（進捗状況）

令和４年度においても前年度と同様に新型コロナウイルス感染
症拡大防止ガイドラインに沿った事業展開を求められ、結果とし
て６教室のみ実施し（一部事業の中止・変更あり）、その他５教室
は実施を見送りました。放課後児童クラブとの連携にかかる課題
（情報共有を強化する等）については引き続き検討を要します。
　　・今年度の主な実施内容
　　　　：創作活動、スポーツ、むかし遊び等
　
　
放課後子ども教室事業内で人権フォーラムを実施しており、放
課後等の地域学習や体験活動、「学力」保障など、地域人材も
活用しながら様々な人権教育の推進を図っています。令和４年
度も、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、実施可
能内容に絞り,回数を減らしたり地域の方の招聘を見合わせる
等、実施規模を縮小しながら可能な範囲で実施しました。

課題と方策
　新型コロナウィルス感染症の終息までは、引続き人数制限等の
感染症対策を講じたうえで限られた事業を実施する見込みで
す。

（４）経済的負担の軽減

№ 施策・事業 内　容 担当課

16
出産・育児にかかる
経済的負担の軽減

　子ども医療費等の助成や出産育児一時金の支給（加入の健康保
険から）など保護者の経済的負担を軽減します。

評価
（進捗状況）

　子ども医療費助成事業では、０歳から中学校卒業前の子ども
医療費（小学校入学前の乳幼児・小学生・中学生の入院・通院）
の一部を助成することにより子育て世帯の医療費負担を軽減し
ています。
　令和４年度の医療費助成件数は、61,790件、助成金額
94,940,287円。国民健康保険における出産育児一時金の支給
件数は、33件、助成金額12,645,880円。

課題と方策

　 子育て世帯の負担を軽減するため、令和5年4月から子ども医
療費の対象年齢を18歳まで拡大しましたが、さらなる子ども医療
費助成制度の充実を図るため、小中学生対象に現物給付方式
の導入に向けて国保の国庫負担金の減額調整措置を撤廃され
るよう、国に対して要望していきます。

人権・地域教
育課

保険年金課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

17 児童手当の給付

　家庭等の生活の安定と児童の健全育成等を図るため、子ども・子
育て支援新制度における「子ども・子育て支援給付」として児童手
当を保護者に支給します。また、申請や現況届の提出など、児童手
当に必要な手続き等の周知にも努めます。

評価
（進捗状況）

令和4年9月末時点の児童手当受給者は7,656人、受給児童数
は12,499人となっています。制度については、広報やホーム
ページ等で啓発に努めています。

課題と方策
　受給資格があるにもかかわらず、受給できないことがないよう制
度の周知に努めます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

18 幼児教育・保育の無償化
市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等に
ついて、幼児教育・保育の無償化を実施し、子育てを行う家庭の経
済的負担の軽減を図ります。

評価
（進捗状況）

　令和元年10月１日から、対象年齢層(満３歳になって初めての４
月１日から３年間）の児童について、児童発達支援等の利用者
負担を無償化しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障がい福祉課）

　令和元年度10月より実施されている幼児教育・保育の無償化
は、こども広場での一時預かり事業やファミリー・サポート・セン
ター事業も無償化の対象となり、子育て世帯の負担を軽減して
います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

　保育所（園）・認定こども園を利用する３～５歳児及び住民税非
課税世帯の０～２歳児等、一定の要件に該当する世帯の保育料
無償化を実施しています。
　
　令和元年10月より、保育料の無償化を実施しています。
・市立幼稚園・新制度移行済私立幼稚園は、保育料がかかりま
せん。
・新制度未移行幼稚園は、月額上限25,700円の保育料無償化
を実施しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こども未来課）

課題と方策

　今後も、国の制度に則って児童発達支援の無償化を実施する
とともに、各種媒体を通じた制度の周知に努めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障がい福祉課）

　今後もホームページ等で制度の案内周知に努めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　                   （子ども家庭相談室）

　今後も引き続き、無償化施策の円滑な実施に努めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　（こども未来課）

障がい福祉課

子ども家庭相
談室

こども未来課

こども未来課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

19
幼児教育・保育の無償化
に伴う副食費の負担軽減

幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、保育所（園）・認定こども
園、市立幼稚園及び施設型給付による私立幼稚園の副食費につ
いて、国基準により免除するとともに、一定の対象者には本市独自
の取り組みとして免除または助成します。

評価
（進捗状況）

　保育所（園）・認定こども園の副食費については、国基準により
免除するとともに、一定の対象者には本市独自の取り組みとして
免除しています。
　
　市立幼稚園及び施設型給付による私立幼稚園に在園されるこ
どものうち、市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯のこ
ども又は小学校第３学年までの第３子以降のこどもについては副
食費（主食を除く、おかず、おやつ、牛乳等の費用）を免除して
います。

課題と方策
　本市独自の助成については、社会情勢を鑑みながら子育て世
帯に対する効果的な支援を検討していきます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

20
実費徴収に係る補足給

付を行う事業

幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、私学助成による私立幼稚
園の副食費について、国基準により助成するとともに、それ以外の
児童に対しては本市独自の取り組みとして助成します。

評価
（進捗状況）

　私学助成による私立幼稚園に在園されるこどものうち、市町村
民税所得割課税額77,100円以下の世帯のこども又は小学校第
３学年までの第３子以降のこどもについては月額上限4,500円の
範囲で副食費（主食を除く、おかず、おやつ、牛乳等の費用）に
ついて補助金を支給しています。

課題と方策
　本市独自の助成については、社会情勢を鑑みながら子育て世
帯に対する効果的な支援を検討していきます。

こども未来課

こども未来課
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基本目標２　 すべての子どもが健やかに育つための親と子の健康づくりの推進
（１）妊娠・出産の安全性の確保

№ 施策・事業 内　容 担当課

21 母子健康手帳の交付
母子健康手帳交付時に、保健師または助産師による面談を行う
ことで必要なサポートにつなげ、安心して出産できるよう支援しま
す。

評価
（進捗状況）

　妊娠の届出があった妊婦全員に、助産師又は保健師による面
接を行い、保健指導や保健相談を実施しています。また、継続
した保健指導が実施できるよう全妊婦に対し支援プランを作成
し、必要時には地区担当保健師や関係機関につなげ、切れ目
ない支援を行っています。令和４年度上半期の新規母子健康手
帳発行数は３９７件でした。

課題と方策 　今後も継続し、妊娠期からの継続した支援を実施します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

22 妊婦健康診査
妊娠の状態を的確に把握し、健康管理と異常の早期発見によ
り、安全な出産ができるよう、妊娠中の定期的な健康診査の受診
を促します。

評価
（進捗状況）

　母子健康手帳交付時に、14回分の補助券を交付し、県内委託
産婦人科及び助産所で実施しています。また、里帰り妊婦が受
診しやすいよう、県外でも補助券が使用できる体制を整えていま
す。さらに、母子健康手帳交付時やその後の相談や訪問の際
に、医師の指導に従い必要な回数を受診するよう指導していま
す。令和4年度上半期は 延べ4,003件の受診でした。令和４年度
は、多胎妊婦を対象に、14回分の補助券利用後に必要となる妊
婦健康診査費用を5，000円×5回を上限として助成を開始しまし
た。早期教育としては、学校教育課と連携し、若年からの知識の
普及を目的に、中学１、２年生(希望のある学校には中学３年生
も）に対して、リーフレットを配布しました。
　歯周疾患の早期発見及び口腔保健意識の向上を図るため、
妊婦歯科健診を実施しています。母子健康手帳交付時に、妊娠
期間中に１回歯科健診を受診できる補助券を交付し、できるだ
け妊娠14週～27週頃に受診して頂けるよう指導しています。ま
た、未受診者に対し、妊娠中期に電話による受診勧奨を実施し
ています。令和４年度上半期は145件の受診でした。

課題と方策

　妊娠中の口腔環境の悪化予防に妊婦歯科健康診査が効果的
であるため、今後も妊娠届出時の保健指導や電話勧奨等を実
施し、受診率の向上をはかります。
　中学１、２年生に配布しているリーフレットの内容を引き続き見
直しをおこないます。

健康増進課

健康増進課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

23 両親学級

母親、父親ともに妊娠・出産・育児に関する正しい知識が得られ
るよう、知識の普及を図ります。また、父親の育児参加の機会を
創出し、夫婦で子どもを産み育てていくという意識啓発・動機づ
けを行っていきます。

評価
（進捗状況）

　令和４年度上半期は３回実施しました。新型コロナウイルス感
染拡大の影響を受け、昨年度同様集団講話は中止とし、感染予
防対策を実施した上で、内容を沐浴体験、おむつ交換実習の
みに絞り、実施しました。育児に関する意識付けや栄養に関する
内容は、持ち帰り資料として提供しました。令和４年度上半期の
受講は延103名でした。

課題と方策
　滞在時間を短縮しつつ、妊婦とそのパートナーの不安の軽
減、必要な知識の伝達等ができるように、教室の内容を見直しな
がら継続します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

24 ママヘルプサービス
支援者の少ない概ね６か月未満の産婦に対し、家事援助サービ
スを実施し、身体的・精神的負担の軽減を図ります。

評価
（進捗状況）

　妊娠届出時、妊娠５か月と産後１か月に実施している専門職か
らの状況確認電話時に、必要な方にPRを行っています。令和４
年度からは、多胎を出産した産婦の利用可能回数を16回まで増
加し、多胎支援につなげています。令和４年度上半期の延利用
者数は42人でした。うち多胎産婦の利用は1人です。

課題と方策
　家事の負担を軽減し、産婦が穏やかに育児ができる様、今後
も継続して実施します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

25 妊産婦相談の充実
　すこやか子ども相談における妊産婦の個別相談や電話相談を
実施します。

評価
（進捗状況）

　月２回、すこやか子ども相談にて妊産婦の保健相談を実施して
います。電話相談については、随時対応し、保健師、助産師、
管理栄養士による相談を実施しています。また、妊娠５か月、産
後１か月にはすべての妊産婦を対象に、状況把握と保健指導を
実施しています。

課題と方策 　安心して妊娠期を過ごせるよう、今後も継続して実施します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

26 妊産婦訪問指導

　病気や家庭環境などにより、妊産婦の妊娠・出産・育児などに
支障を及ぼす恐れがあるケース等について、助産師や保健師が
訪問し、異常の早期発見と不安の軽減に努めます。（必要に応
じて随時実施）

評価
（進捗状況）

　支援が必要な妊産婦や希望された妊産婦に、助産師や保健
師による妊産婦訪問を実施し、妊産婦の不安の解消などに努め
ています。令和４年度上半期は252件の訪問を実施しました。

課題と方策 　安心して妊娠期を過ごせるよう、今後も継続して実施します。

健康増進課

健康増進課

健康増進課

健康増進課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

27
一般不妊治療費・
不育治療費の助成等

一般不妊治療費・不育治療費の助成を行うとともに、国、県、関
係機関などと連携を図りながら、不妊に関する情報提供を行いま
す。

評価
（進捗状況）

　少子化対策として平成29年度より一般不妊治療費助成を、令
和元年度からは不育治療費の助成を開始。令和２年度には一
般不妊治療費の助成額を引き上げました。令和３年度治療分か
らは、所得制限の撤廃と対象に事実婚を追加しました。令和４年
度上半期については、一般不妊治療費の助成が63件（令和３年
度治療分58件、令和４年度治療分5件）、不育治療費の助成が4
件（令和３年度治療分4件、令和４年度治療分0件）でした。

課題と方策 　少子化対策につながるように、今後も継続して実施します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

28
マタニティマークの普及
啓発

　妊娠届出時にマタニティマークの普及啓発を行います。

評価
（進捗状況）

　妊娠届出時に全ての妊婦を対象にマタニティマークのキーホ
ルダーを配布しています。令和４年度も手作りのマタニティマー
クを作成し、裏面に市のホームページのQRコードを付け、妊娠
中いつでも子育て情報を見ることができるようにしました。

課題と方策 　今後も見直しを行い、継続して実施します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

29
学校教育における
思春期保健の推進

　思春期は将来の家庭生活の準備段階にあたることから、学校・
家庭・地域との連携を図り、次代の親となる子どもや保護者を対
象とした思春期保健の取り組みの充実を図ります。

評価
（進捗状況）

　例年、医師会による性感染症予防などを含む「命の授業」や助
産師会を招いての「命の誕生」の講話などを実施していました。
しかし、新型コロナウイルス感染症に伴い、今年度も医師会によ
る「命の授業」を事業としては実施していません。しかし、サポー
ト事業を活用し、医師や助産師による講話を一部の学校で実施
しています。新型コロナウイルス感染症の感染状況が改善すれ
ば、医師会、助産師会の講話による命の大切さを学ぶ機会を積
極的に確保していきたいと考えています。

課題と方策
　新型コロナウイルス感染症の感染状況が改善すれば、医師
会、助産師会の講話による命の大切さを学ぶ機会を積極的に確
保していきたいと考えています。

健康増進課

健康増進課

学校教育課

14 



№ 施策・事業 内　容 担当課

30
妊娠や新しい命に関する
知識の普及・啓発

妊娠や新しい命に関する知識の普及・啓発を進めるため、中学
１・２年生及び成人式にてリーフレットの配布を行います。

評価
（進捗状況）

　早期から妊娠に関する正しい知識を持ち、妊娠した際の対応
等を学んでもらうための啓発チラシを作成し配布しています。令
和４年度は、中学１・２年生（希望のある学校には中学３年生も）
に対し、1,972枚配布しました。成人式については、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響で、会場でポスター掲示を行い、普及・啓
発を行う予定です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

　中学１・２年生に、例年医師や助産師による命に関する授業を
実施する際に、リーフレットを配布してもらっています。今年度
も、講演実施が一部のみの実施であったために、保健体育の授
業などの際に各校で配布してもらっています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校教育課）

課題と方策

　わかりやすい内容になるように内容の見直しをしながら継続し
ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

　新型コロナウイルス感染症の感染状況が改善すれば、医師や
助産師を招いての命の大切さを学ぶ機会にリーフレットを配布し
ていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校教育課）

（２）子どもが健やかに育つための環境づくり
№ 施策・事業 内　容 担当課

31
３か月児健康診査
10か月児健康診査

身長・体重・頭囲・胸囲の測定、医師の診察・相談などを行うこと
により、乳児の心身の発達の確認、疾病の早期発見を行うととも
に、親子関係や育児環境について把握し、必要に応じた適切な
指導を行うことで、健康の保持・増進を図ります。

評価
（進捗状況）

　市内委託医療機関にて、３か月児健康診査、10か月児健康診
査を実施しています。身長・体重・頭囲・胸囲の測定、医師の診
察・相談などを行うことにより、乳児の心身の発達の確認、疾病
の早期発見を行うとともに、親子関係や育児環境について把握
し、必要に応じた適切な指導を行うことで、健康の保持・増進を
図っています。
　未受診の児童に対しては、電話等で状況を把握し、保健指導
を行っています。令和4年度は昨年度同様、新型コロナウイルス
感染症の影響で受診できなかった方のために、対象を拡大して
実施しています。
　令和４年度上半期は、３か月児健康診査が386名(受診率
95.8%）、10か月児健康診査が402名（受診率94.6％）受診しまし
た。

課題と方策
　今後も感染状況を見ながら、よりよい方法に見直し、実施して
いきます。

健康増進課

学校教育課

健康増進課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

32 １歳６か月児健康診査

３か月児、10か月児健康診査の内容に加え、歯科医師の診察、
保健師による相談、必要に応じて歯科衛生士による歯科相談、
管理栄養士による栄養相談、心理相談員による発達相談を実施
します。

評価
（進捗状況）

　集団健診後、市内委託医療機関で個別健診を実施する２段階
方式で実施しています。
　保健センターでは、歯科医師の診察、保健師による相談、必要
に応じて歯科衛生士による歯科相談、管理栄養士による栄養相
談、心理相談員による心理相談を実施しています。個別健診で
は、身長・体重・頭囲・胸囲の測定、医師の診察・相談などを
行っています。
　令和４年度も密を避けるために、集団健診を完全予約制として
います。また、新型コロナウイルス感染症の影響で受診のタイミ
ングを逃した方のために、対象を拡大して実施しています。
　令和４年度上半期は集団健診348名（受診率99.4％）、個別健
診305名（受診87.6％）が受診しました。未受診者には、訪問等
で状況把握、保健指導を実施しています。

課題と方策
　集団健診の後、個別健診を受診しない児童がいます。集団健
診受診時に個別健診の必要性を十分に説明し、個別健診受診
率の向上に努めます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

33 ３歳６か月児健康診査
１歳６か月児健康診査の内容に加え、視聴覚検査のアンケート
や、希望者にはフッ化物塗布を行います。

評価
（進捗状況）

　１歳６か月児健診の内容に加え、視聴覚のアンケートによる視
聴覚のスクリーニングを実施、また希望者には、フッ化物塗布を
実施しています。集団健診後、市内委託医療機関での個別健
診を実施する２段階方式で実施しています。
　保健センターでは、歯科医師の診察、保健師による相談、必要
に応じて歯科衛生士による歯科相談、管理栄養士による栄養相
談、心理相談員による心理相談を実施しています。個別健診で
は、身長・体重・頭囲・胸囲の測定、医師の診察・相談などを
行っています。
　令和４年度も密を避けるために、集団健診を完全予約制として
います。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、受診のタイミ
ングを逃した方のために、対象を拡大して実施しています。
　令和４年度上半期は集団健診430名（受診率97.9％）、個別健
診368名（受診率85.6％）が受診しました。未受診者には、訪問
等で、状況把握、保健指導を実施しています。

課題と方策
　１歳６か月児健診と比較し、受診率が低い為、引き続き通知や
電話による受診勧奨を行い、受診率の向上に努めます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

34 予防接種 　定期予防接種を委託医療機関で実施します。

評価
（進捗状況）

　市内委託医療機関にて定期予防接種を実施しています。ま
た、市外医療機関や、奈良県立医科大学附属病院においても
希望があれば接種できる体制を整えています。

課題と方策 　今後も継続して実施します。

健康増進課

健康増進課

健康増進課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

35 新生児訪問指導
　生後２か月未満の児の家庭を助産師、または保健師が訪問し
育児相談等を行います。（必要に応じて随時実施）

評価
（進捗状況）

　コロナ禍においても感染予防対策を実施した上で、出産後早
期の支援が必要な新生児に対し訪問を実施し、児の発達、発育
の確認や母の育児不安の解消に努めています。令和４年度上
半期は延べ12件の訪問を実施しました。　※生後28日未満の新
生児訪問を計上

課題と方策
　今後も継続して実施し、妊娠期から子育て期までの継続した支
援を行います。

№ 施策・事業 内　容 担当課

36 乳幼児訪問指導
　乳幼児の家庭を保健師または助産師が訪問し育児相談等を
行います。（必要に応じて随時実施）

評価
（進捗状況）

　コロナ禍においても感染予防対策を実施した上で、支援が必
要な乳幼児に対し訪問を実施し、児の発達、発育の確認や、母
の育児不安の解消に努めています。令和４年度上半期は243件
の訪問を実施しました。
※未熟児、生後28日以上の新生児、乳児、幼児訪問を計上

課題と方策
　今後も継続して実施し、妊娠期から子育て期までの継続した支
援を行います。

№ 施策・事業 内　容 担当課

37 歯の健康教室
　歯科医師による歯科健診と相談、歯科衛生士によるブラッシン
グ指導、希望者にフッ化物塗布等を行い、虫歯予防の意識を高
めるとともに、正しい知識の普及を図ります。

評価
（進捗状況）

前年度に引き続き、令和４年度も新型コロナウイルス感染症対策
のため、中止としました。しかし、1歳６か月健康診査で虫歯が
あった児の保護者に対し、歯科衛生士と保健師が連携しなが
ら、個別指導を実施しています。

課題と方策

　1歳６か月健診から３歳６か月健診までの間のう歯の増加が著し
い一方で、保護者の理解度にも差が大きく、個別の関わりが必
要となっている現状を踏まえ、個別指導にも力をいれていきま
す。教室に関しては、今後の感染状況を見極めながら再開し、
参加勧奨をしていきます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

38 事故防止に関する啓発
　SIDS（乳幼児突然死症候群）や乳幼児期に多い事故防止対策
について、あらゆる機会を捉えながら意識啓発を図ります。

評価
（進捗状況）

　令和４年度も新型コロナウイルス感染症対策のため集団教育
を中止しています。しかし、６～７か月健康相談にて、事故防止
対策についてのパンフレットを配布し、意識付けをしています。
令和４年度からは各種訪問時に事故予防の内容と緊急時の連
絡先をまとめたチラシを配布し、身近な場所に貼ってもらうよう促
しています。

課題と方策 　内容を見直しながら、今後も継続します。

健康増進課

健康増進課

健康増進課

健康増進課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

39
かかりつけ医づくりの推
進

　子どもの健康管理や疾病予防に関して、いつでも気軽に相談
できる「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」を持つことを、母子保
健事業実施時など、さまざまな機会を通じて啓発します。

評価
（進捗状況）

　新生児訪問や赤ちゃん訪問時にかかりつけ医を持つ指導、６
～７か月児健康相談や１歳６か月児健康診査、３歳６か月児健康
診査時に、かかりつけ歯科医を持つ必要性について指導を実施
しました。

課題と方策

　６～７か月児健康相談にて、かかりつけ歯科医をもつ必要性に
ついて十分に指導するものの、１歳６か月児健康診査でかかりつ
け歯科医をもつ割合は少ない為、１歳６か月児健康診査におい
ても十分な指導を実施します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

40
医療情報の提供と
意識啓発

　本市の医療機関に関する情報提供を行うとともに、一次救急、
二次救急、三次救急体制の理解を深め、適切な医療が受けられ
るよう周知を図ります。

評価
（進捗状況）

　広報、ホームページ等で医療体制の周知を図っています。ま
た、医師会・歯科医師会より隔年に医療機関一覧表を配布して
います。更に、奈良県事業である＃8000(こども救急電話相談）
や＃7119（奈良県救急安心センター）の周知にも力を入れ、適
正な医療の流れの啓発に努める事で救急医療体制整備につな
げています。

課題と方策 　今後も継続して実施します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

41
休日夜間応急診療所の
体制整備

　開設時間帯において小児科医を配置し一次救急に対応すると
ともに、休日夜間応急診療所の周知を図ることで救急医療体制
の適正化を図ります。

評価
（進捗状況）

　開設時間帯において小児科医を配置し、一次救急に対応して
います。

課題と方策 　今後も体制等について検討を進めていきます。

健康増進課

健康増進課

健康増進課
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（３）食育の推進
№ 施策・事業 内　容 担当課

42 離乳食教室の充実
　離乳食開始前である４か月児を持つ保護者を対象に、乳児期
の栄養と離乳食の進め方や調理方法についての教室を開催し
ます。

評価
（進捗状況）

　離乳食開始前である４か月児をもつ保護者を対象に、離乳食
初期から中期初めまでの離乳食のすすめ方や調理方法につい
ての教室を開催しました。令和3年度に引き続き、令和４年度も
新型コロナウイルス感染症対策のため、１回の定員を９名に設定
し、１日に２回教室を実施しています。令和4年度上半期は、延
69名の参加がありました。中期以降の内容は、６～７か月児健康
相談の栄養指導につなげています。

課題と方策
　感染状況を見極めながら、プログラム等を見直して継続実施し
ます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

43
妊娠期における栄養知
識の普及・啓発

　妊娠中の食事の大切さについて、講話や試食など、さまざまな
機会に情報発信を行います。

評価
（進捗状況）

通常は両親学級において食事の集団講話を実施しています
が、令和４年度も新型コロナウイルス感染症対策のため集団講
話を中止しています。

課題と方策 今後の感染状況を見極めながら、再開します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

44
保育所（園）・
認定こども園における
食育の推進

菜園活動を通じた収穫やお手伝い、クッキング保育、お年寄り・
異年齢児との交流など食を通じたさまざまな体験活動を推進し、
子どもの豊かな心を育むとともに、食に関する保護者への情報
提供や相談を行い、家庭での食育を促進します。

評価
（進捗状況）

　食育年間指導計画を作成し、菜園活動・実物の食育指導・栄
養３色指導等を通して食に関するさまざまな体験を行っていま
す。
　保護者に対しては、給食の展示や給食だよりの配付等を通し
て情報提供を行っています。

課題と方策

　新型コロナウイルスの感染以降、園内でのクッキング保育やお
年寄り・異年齢児との交流など食を通じたさまざまな体験活動の
機会がなくなっていました。子どもたちにとっての大切な体験を
安全を確保しながら今後どう再開していくのかが課題となってい
ます。
　また、保護者からの相談に応じて家庭での食育も推進していき
ます。

健康増進課

健康増進課

こども未来課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

45
学校教育における
食育の推進

　一人ひとりの子どもが正しい食習慣を身につけ、心身ともに健
康な生活を営めるよう、給食などを通じて食に関する指導を推進
します。幼稚園では、楽しく食べる経験や食に関するさまざまな
体験活動等を通じて望ましい食習慣を身につけるとともに、家庭
と連携し食育の充実に努めます。

　小中学校では、給食時間や授業時間等に児童生徒に対して
食に関する指導を行いました。日めくりのカレンダー（配膳表や
献立の説明）の掲示や給食時間の放送を通して、望ましい食習
慣が身に付くよう指導しました。また、教科横断的な視点をもった
９年間の食育プログラムや朝ごはん指導計画に基づき、朝ごは
んの大切さについて等の指導を行いました。給食を生きた教材
として担任の教諭から児童生徒へ指導できるよう食育指導プリン
トを各クラスに配布し、学校全体で食育を推進しました。
　各家庭へは地場産物の活用や献立の作り方を紹介する等、献
立表や給食たよりを通して情報を提供することで家庭との連携を
図りました。
　                                    　　　　　　　　        （教育総務課）

　幼稚園における食育について、菜園活動を通して植物の生長
への興味関心を育み、収穫・試食体験から食への充実、満足感
を味わい深めていっています。また、公立幼稚園で家庭からの
お弁当が中心でしたが、様々な食材を体験する機会として「業
者のお弁当の注文」に取り組み、家庭以外の献立や食材を味わ
いました。苦手な食材もあるようでしたが、「食べられるようになっ
た」と喜びの言葉も聞かれています。
　私立幼稚園においての食育について、自園の給食内容や栽
培活動を通して食べる喜びや楽しさを味わっています。また、マ
ナーを身に付けることや食への感謝の気持ちを大切にすること
を日々学んでいます。
　例年の行事の内容からは縮小した形で実施しています。
　                                    　　　　　　　　　　  （こども未来課）

評価
（進捗状況）

　新型コロナウイルス感染症予防のため対面での食育指導の実
施が難しいことが課題です。そのような状況下でもリモートで給
食時間の指導を行う等、工夫しながら実施していきます。今後も
長期的な視野に立ち、計画に基づいた指導を継続的に行うこと
で、児童生徒が望ましい食習慣を形成し、自己管理能力を育成
していけるよう学校全体で取り組んでいくことが必要です。
　給食試食会等、喫食を伴う行事を実施しにくい状況が続いて
おり、市のホームページの活用等、保護者への情報提供方法に
ついても検討していきます。
　　　　　　                             　　　　　　　　      （教育総務課）

　幼稚園においては、食べる喜びや楽しさを味わったり様々な食
べ物への興味や関心をもったりするなどし、食の大切さに気付
き、進んで食べようとする気持ちが育つような取り組みを引き続き
していきます。コロナ禍でクッキング活動などを中止しています
が、可能な限り直接体験の機会が提供できる環境を整えることに
努めます。
　　　　　　                             　　　　　　　　　　（こども未来課）

課題と方策

教育総務課

こども未来課
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（４）楽しく子育てができる環境づくり
№ 施策・事業 内　容 担当課

46 すこやか子ども相談
子どもの発達、食事、育児に関する悩みや母乳等の相談につい
て個別に保健師、管理栄養士、心理相談員、助産師が応じま
す。

評価
（進捗状況）

　子どもの運動、言葉の発達、食事、子育てのなかで生じる悩み
や母乳等の相談について、個別に保健師、管理栄養士、心理
相談員、助産師が応じています。令和4年度上半期は179件の
相談がありました。また、子どもの成長確認や母の気分転換の場
となるように、計測のみで来所できるように設定をしています。令
和４年度上半期はのべ92名が計測のみで来所されました。

課題と方策
　相談しやすい体制づくりに向け今後も継続して取り組んでいき
ます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

47 ６～７か月児健康相談

６～７か月児を持つ保護者を対象に、子どもの発達、事故予防、
予防接種、歯の手入れ、離乳食についての話や身体計測、育
児相談を行い、親の育児力を高めるとともに、親同士の交流の
場を設け、仲間づくりを促進します。

評価
（進捗状況）

　令和4年度も新型コロナウイルス感染症対策のため、集団講話
は中止しました。集団講話内容については資料を作成し、参加
者に配布しました。感染予防対策を実施した上で個別に身体計
測、保健師による問診、必要な方には、助産師、歯科衛生士、
管理栄養士の個別相談を実施しました。令和4年度上半期は
328名の参加がありました。

課題と方策
　今後も継続し、出来るだけ多くの方が受講できるよう、感染状
況を見極めながら勧奨を再開します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

48 電話相談の充実
子育てに関する疑問や悩み、子育て中の親の心と体に関するこ
となどについて、相談内容に応じた電話相談を行います。

評価
（進捗状況）

　子育てに関する疑問や悩みなどについて、電話による相談を
行っています。（開庁時間内随時）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

　家庭児童相談員等が、随時電話による子育て相談に応じてい
ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

課題と方策

　今後も継続して実施します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

　引続き、家庭児童相談員等が、子育てに困った時・辛い時等
に電話相談に応じます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

健康増進課

健康増進課

健康増進課

子ども家庭相
談室
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№ 施策・事業 内　容 担当課

49 母子保健推進協議会
保健、医療、福祉、教育等関係機関の連携強化を図り、母子保
健事業及び子どもの健康づくりについて検討します。

評価
（進捗状況）

　母子保健に関する計画、母子保健事業の効果的な実施を図る
ために毎年１回開催しています。

課題と方策 　今後も継続して実施します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

50
乳児家庭全戸訪問事業
(こんにちは赤ちゃん訪
問)

　すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐた
めに、その居宅において不安や悩みを聞き、子育て支援に関す
る必要な情報提供を行います。

評価
（進捗状況）

　すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐた
めに、母子保健推進員や、看護師、助産師等により、その居宅
において不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報
提供を行っています。また、訪問結果を地区担当保健師へつな
ぎ、継続した支援を実施しています。
　令和4年度上半期は新型コロナウイルス感染症対策により、母
子保健推進員が訪問活動を休止しており、感染予防対策を実
施した上で専門職が訪問を実施しています。令和4年度上半期
は378件の訪問を実施しました。

課題と方策 　感染状況を見極めながら、今後も継続して実施します。

基本目標３　 みんなで子育てを見守り、支え合う地域社会の構築
（１）地域での子育て支援体制の充実

№ 施策・事業 内　容 担当課

51
子育て支援ネットワーク
の構築・強化

　子育てに関する情報を共有するとともに、問題を解決するた
め、子育てサークルや庁内関係各課、関係機関によるネットワー
クの構築・強化を図ります。

評価
（進捗状況）

　各課からの子育てに関する情報をまとめた「子育て支援パンフ
レット」を作成し、広く情報提供を行っています。また、子育てに
関わる関係課と情報交換を行い、連携しながら子育て環境の整
備に努めています。

課題と方策
　今後も関係課との連携を図りながら必要な情報提供・支援・連
携を図っていきます。

健康増進課

子ども家庭相
談室

健康増進課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

52
子育て支援センター（地
域子育て支援拠点事業
(センター型)）の充実

　地域における子育て支援の基盤を充実するため、子育てに関
する相談･指導、情報提供、保護者や子どもの交流の場・機会を
提供する機能の強化を進めます。また、多くの保護者に活用し
てもらえるよう、子育て支援センターの周知を図ります。

評価
（進捗状況）

　今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用時間
制限や事前予約、講座の受講人数を少なくするなどの対策や定
時的な消毒を行いながら運営しました。令和４年度上半期の利
用延べ人数は2,561人、相談延べ件数は642件でした。

課題と方策
　今後も広く周知を行うだけでなく、イベントや講座の開催時期
及び内容等の見直しを検討します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

53
こども広場（地域子育て
支援拠点事業(ひろば
型)）の充実

子育て中の保護者が気軽に集い、交流する場として、親と子の
ふれあい広場を活用し、子育て不安の解消を図ります。また、多
くの保護者に活用してもらえるよう、こども広場の周知を図るとと
もに、保護者のニーズを踏まえて子育てが元気に楽しくできるよ
うな支援を進めます。

評価
（進捗状況）

　今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前予約
制の時間制限、講座の受講人数の見直しを行いました。また、
安心して利用してもらえるよう、引き続き１日数回の消毒タイムを
設け運営しました。令和４年度上半期の利用延べ人数は5,935
人、相談延べ件数は1,144件でした。

課題と方策
　今後も広く周知を行うだけでなく、イベントや講座の開催時期
及び内容等の見直しを検討します。

№ 施策・事業 内　容 担当課

54
ファミリー・サポート・セン
ター事業の推進

子育てを支援してほしい人（依頼会員）と応援したい人（援助会
員）をコーディネートして、地域における育児の相互援助活動を
推進します。また、このようなファミリー・サポート・センター事業の
内容の周知を図り、定期的な講習会を開催することで、援助会
員の確保に努めます。

評価
（進捗状況）

　平成20年度から橿原市ファミリー・サポート・センター事業を実
施しています。新規の会員に対して随時説明会や講習会を実施
し、さらに援助会員に対し救命講習を実施しました。民生委員へ
の情報提供、ホームページ上にファミサポ通信を掲載するほか、
広報誌や情報パンフレット等で市民に情報提供を行い、事業の
周知と援助会員の確保に努めました。令和４年度上半期の延べ
活動件数は442件でした。

課題と方策
　依頼会員が増えてもスムーズに対応出来る様、引き続き、援助
会員の登録を呼びかけ支援体制を整えます。また、必要な方に
情報が届くよう周知・啓発に努めます。

子ども家庭相
談室

子ども家庭相
談室

子ども家庭相
談室
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№ 施策・事業 内　容 担当課

55
地域における自主的な
ふれあい・交流活動の推
進

　祖父母や近隣住民を保育所（園）・認定こども園に招き、伝承
遊びを教えてもらうなど、世代間を超えた交流や、自治会及び地
域や地域にある介護施設等で行われる行事等に参加し、地域
の人々との交流を推進します。

評価
（進捗状況）

　コロナ禍で、制限や工夫により世代間交流を行っています。近
隣の自然や田畑の収穫などの体験ができました。
　しかし、園へ招待する世代間交流などは中止しています。

課題と方策

　コロナ禍ではありますが、子ども達が自分の家族以外の色々な
世代の人と関わることで優しさや思いやりを育めるよう、感染症対
策に配慮しつつ実施できる方法や工夫を検討し、進めていきま
す。

№ 施策・事業 内　容 担当課

56 利用者支援事業の推進

　子育て包括支援センターとしての枠組みの中で「子育て総合
窓口」と「妊産婦・乳幼児相談窓口」を設置し、子育て支援に関
する情報提供や利用支援、子育てに関するさまざまな相談への
対応を行うとともに、適切な窓口・機関等と利用者をつなぎ、保
護者が円滑に子育て支援を利用できるよう支援します。

評価
（進捗状況）

　分庁舎へ助産師を配置する事で、子育て世代包括支援セン
ターとしての業務である妊娠届出時の面談や産後すぐの関わり
が行いやすくなりました。一方では、　分庁舎へ専門職の正規職
員を配置する事で、保健センター配置の正規職員の負担が増
し、効率的な事業展開が必要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

　令和４年度に子ども家庭相談室が設置され、利用者支援事業
の基本型と母子保健型とのより密な連携体制が整いました。
　気軽に相談できるよう、窓口に子育てアテンダントが常駐して
います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

課題と方策

　他課との連携を密にしながら、効率的な事業展開を行うための
見直しを引き続き検討します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

　今後も、連携を密にしながら様々な相談対応を行い、育児に関
する不安や悩みなどを軽減できるよう支援していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

こども未来課

健康増進課

子ども家庭相
談室
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№ 施策・事業 内　容 担当課

57
幼稚園における
子育て支援機能の充実

　子育てに関する情報発信を幅広く提供し、保護者の保育参加
や未就園児の親子登園の機会を充実し、子育てを支援します。

評価
（進捗状況）

　　新型コロナウイルスの感染対策をとりながら未就園児の親子
登園を回数や人数制限、体調管理を万全にして実施しました。
家庭内で過ごすことが多かった子どもたちにとって未就園児親
子登園に参加することが楽しみであったようです。
　対象年齢（２歳児・３歳児）　絵本の読み聞かせ（お話文庫）リズ
ム遊び　制作活動など

課題と方策
　子育て支援の取組については、現状にあったできる方法を考
え、できるだけ地域の未就園の親子が参加できるようにします。

№ 施策・事業 内　容 担当課

58
園庭開放による
子育て支援の充実

　幼稚園・保育所（園）・認定こども園において園庭を開放し、子
育て支援を推進します。

課題と方策

　コロナ禍の影響で出来ることが限られる中、子どもに遊びを提
供するとともに保護者にも子どもと一緒に遊ぶ楽しさを味わって
もらえるよう、感染防止対策を取りながら今後も取り組みを進めら
れるように努めます。
　こども園や幼稚園の各園の状況に合わせて、今後も園庭開放
を行い、子育て支援の一助になることや子育て相談などしやす
いようにしていきたいです。

評価
（進捗状況）

　教育時間終了後に園庭開放を行いました。コロナ禍ですが、
設定時間の調整を図り、コミュニケーションの場としての子育て
支援をできる限り継続しました。
保護者の管理のもと、のびのび遊ぶことがねらいです。よりよい
子育て支援の充実を図る必要があります。
　３歳児の園庭開放を実施する場合の留意事項はきめ細やかに
努めました。

こども未来課

こども未来課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

59 子育て情報の提供

　子育て支援サービスや各種情報を集約した情報誌の作成や、
ホームページ、母子保健事業等など、あらゆる媒体・機会を通
じ、情報の受け手の視点に立った、効果的かつ効率的な子育て
支援に関する情報提供・情報発信を進めます。

評価
（進捗状況）

　母子保健事業などを、広報、ホームページ、子育て情報に関する冊
子、情報誌などで、情報の受け手の視点に立った、効果的かつ効率的
な子育て支援に関する情報提供・情報発信をおこなっています。令和4
年度上半期は、ホームページに育児情報をコラム風に掲載し、電話す
るほどでもないようなちょっとした不安を解消できるような情報提供に努
めています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

　子育てに関する関係課の情報を集約した「子育て支援パンフレット」を
転入時や１歳６か月児健診、訪問時等に配布し、情報の発信に努めて
います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

　家庭教育支援事業等の情報を、広報かしはら・市ＨＰ・子育て情報冊
子・情報誌（web版）等に掲載しました。また、新型コロナウィスル感染症
の終息がまだ見えない中でありながら、今年度においても健康増進課
及び橿原市立図書館と連携して、こんにちは赤ちゃん訪問や１歳６か月
児検診時のブックスタート事業の際にも事業告知チラシを配布し、情報
を発信することができました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人権・地域教育課）

課題と方策

　今後も内容を見直しながら、継続して実施します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（健康増進課）

　子育てに関し広く情報収集し、より有益な情報を発信できるよう努めま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　（子ども家庭相談室）

　今後もできる限り継続的に効果的かつ効率的な情報発信に努めま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人権・地域教育課）

健康増進課

子ども家庭相
談室

人権・地域教
育課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

60 育児相談の充実

　窓口や保育サービス、地域子育て支援拠点、園庭開放などの
場において、就学前の子どもを対象とした、発達の相談や子育
ての悩み、子どもとの関わり方など、子育てに関する全般の相談
に取り組みます。

評価
（進捗状況）

　就学前の子どもを対象とした、発達の相談や子育ての悩み、子どもと
の関わり方など、子育てに関する全般の相談を、すこやか子ども相談
や、電話相談、家庭訪問などで実施しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

　子育て支援センターとこども広場において、子育てに関する相談を実
施し、子育て不安を軽減するよう努めています。令和４年度上半期の相
談件数は、子育て支援センターで642件、こども広場で1,144件でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　（子ども家庭相談室）

　保育所（園）・認定こども園においては、園庭開放や未就園児の登園
日などの機会に、保護者の子育ての悩みをご相談いただいたり、子育
て中の保護者同士のつながりを作る場としています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こども未来課）

課題と方策

　今後も継続して実施します。　　　　　　　（健康増進課）

　今後もさまざまな相談に対し保護者に寄り添いつつ、きめ細や
かな対応ができるよう、職員のスキルアップ及び情報共有、並び
に関係各課との連携を密に行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

　今後も感染症対策をしながら、保護者が気軽に相談できるよう
取り組みます。　　　　　　　　　　　　　　　　　（こども未来課）

№ 施策・事業 内　容 担当課

61 家庭児童相談の充実

　満18歳未満の子どもを対象とした、成長、発達、行動、しつけ
など、養育上のさまざまな問題、心配ごとについての相談に取り
組みます。随時、窓口での面談や電話または、家庭訪問による
相談を行い、家庭での安定した養育につなげます。また、適切
な相談支援ができるように職員の専門性の向上に努めます。

評価
（進捗状況）

　保育士や教員等の資格又は免許等を所持している家庭児童
相談員が、日々電話や窓口、家庭訪問により相談に応じていま
す。（令和４年度上半期実績163件）

課題と方策
　昨今の児童虐待重大事件報道等の影響により、家庭児童相談
は増加及び複雑化傾向にあります。家庭児童相談員による研修
の受講等により、相談員の専門性の向上に努めます。

健康増進課

子ども家庭相
談室

こども未来課

子ども家庭相
談室
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№ 施策・事業 内　容 担当課

62
民生児童委員・主任児童
委員による子育て相談支
援の充実

子育て支援を社会全体の課題として捉えながら支援するため、
民生児童委員・主任児童委員との連携を密にし、地域における
子育て相談・支援体制の充実を図ります。

評価
（進捗状況）

　民生児童委員等と連携して地域の状況把握に努め、家庭児童
相談対応や養育支援を行っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

　民生児童委員・主任児童委員が対応している子どもに関する
相談・支援件数は、令和4年度9月末時点において252件でし
た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉総務課）

課題と方策

　身近な相談相手として活躍してもらえるよう、研修の実施や連
携を強化します。
                                       　　　　　　　 （子ども家庭相談室）

　民生児童委員・主任児童委員が、３歳６ヶ月健診時に保護者
に対して民生児童委員のPR活動を実施しており、地域における
子育て相談・支援を充実させる取組のきっかけづくりをしていま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉総務課）

№ 施策・事業 内　容 担当課

63
家庭・地域と学校との連
携

児童・生徒が抱える問題に対し、家庭環境など総合的な視点か
ら対処できるよう、小・中学校と高田こども家庭相談センター、民
生児童委員、主任児童委員等との連携強化を図ります。

評価
（進捗状況）

　小・中学校、高田こども家庭相談センター及び民生児童委員
等から児童虐待相談等を受けるとともに、その対応について連
携し、情報を共有しています。（令和４年度上半期の小・中学校
からの相談受付件数22件、児童相談所からの受付件数50件、
民生児童委員からの受付件数0件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

　学校教育課ではスクールライフサポーター（校長OB）などが各
校を巡回し、家庭環境に問題を抱える児童生徒の情報収集を行
い、早期発見・早期対応にあたっています。またその内容などを
もとに、生徒指導担当指導主事が各校と連携を取り、子ども家庭
相談室や高田こども家庭相談センターにも相談し対応していま
す。また、要保護児童対策地域協議会にも参画し、情報共有・
交換を行うことで、より細かな支援の方法を検討確認し対応して
います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校教育課）

課題と方策

　関係機関における役割の明確化、分担を行い総合的に家庭
支援が出来るよう連携強化に努めます。
　　　　　　　　　　               　　　　　　 （子ども家庭相談室）

　児童・生徒が抱える問題に対し、すぐには解決できないこともあ
り継続的な情報収集と関係機関の連携を今後もより一層取り組
み、充実を図る必要があります。また、家庭環境に問題を抱える
児童・生徒については、寄り添いが必要なケースも多くあり、カウ
ンセラーや心理相談員などとの連携も強化し、心のケア等も図っ
ていく必要があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校教育課）

子ども家庭相
談室

福祉総務課

子ども家庭相
談室

学校教育課
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（２）子育てサークル等への支援
№ 施策・事業 内　容 担当課

64 育児サークルへの支援
育児サークルなど自主的なグループの活動を支援し、育児不安
の軽減を図り、地域の育児力を高めます。

評価
（進捗状況）

　市内サークルで申請のあったサークルに補助金を交付してい
ます。「子育て支援パンフレット」やホームページ等で広く周知を
図るとともに、保育士を年２回まで派遣し活動の充実を図り、運
営上の相談も受けています。
　　　　　　　　　　　　           　　　　　　（子ども家庭相談室）
　
　必要時、育児サークルなど自主的なグループの活動を支援
し、育児不安の軽減を図り、地域の育児力を高めています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

課題と方策

　こどもの幼稚園入園等により代表者をはじめとした構成員の変
動がめまぐるしいため、運営に関するさまざまな相談に応じてい
ます。また、派遣保育士とも連携を図り、活動がより有益になるよ
う努めます。
　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　（子ども家庭相談室）

　今後も継続して実施します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

№ 施策・事業 内　容 担当課

65
子育てボランティアの育
成

子育てボランティアの育成やその活動を行う市民公益活動団体
等を支援します。

評価
（進捗状況）

　平成23年度に橿原市観光交流センターにボランティアセン
ターの機能を引き継ぐ橿原市市民活動交流広場を開設し、子育
てボランティアを含む市民公益活動を支援しています。令和4年
度は市民活動団体117件、個人11件の登録があり、市のホーム
ページや市民活動交流広場での情報発信、市民活動に役立つ
講座や団体の活動啓発イベントの開催、作業スペースの利用な
どの支援を行いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市民協働課）

　子育てボランティア団体の活動を支援するため補助金を交付
しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

課題と方策

　断続的に続くコロナ禍による活動の制約によって未だコロナ禍
前のような活動ができない団体が多いです。しかし協働によるま
ちづくりは市の基本方針であり、子育てボランティア等の市民活
動の停滞を防ぐために、できる範囲での情報発信の強化、交流
や情報交換事業の企画など、今後も支援を継続します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市民協働課）

　実情にあわせて要綱を改正し、補助金交付を実施します。
                                    　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

市民協働課

子ども家庭相
談室

子ども家庭相
談室

健康増進課
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（３）ひとり親家庭への支援
№ 施策・事業 内　容 担当課

66
ひとり親家庭への手当・
医療費の助成

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を図るため、児童扶養手当
の支給や医療費の助成を行い、ひとり親家庭等の福祉の増進を
図ります。また、手当や助成を有効に活用してもらうためにも、制
度の周知に努めます。

評価
（進捗状況）

　令和４年９月末時点の児童扶養手当の認定者数は995人となっていま
す。制度については、広報やホームページ等で啓発に努めました。

また、令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて子育てと仕
事を一人で担う低所得のひとり親世帯を支援する取組として、下記の給付
金を支給しています。

・「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり
親世帯分）」
　　国の事業として一定の要件に該当する方に対し支給
　　（子ども一人につき５万円）
　①令和４年４月分の児童扶養手当受給者の方
　②公的年金等を受給していることにより、令和４年４月分の児童扶養手当
　　の支給を受けていない方
　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
　　収入が児童扶養手当を受給している方と同じ所得水準となっている方
　
　【９月末時点　実績】
　①受給世帯数：965人、　第２子以降児童数：506人
　②受給世帯数：2人、第２子以降児童数：0人
　③受給世帯数：3人、第２子以降児童数：0人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こども未来課）

　ひとり親家庭等医療費助成事業は、母子、父子家庭を対象として医療費
の負担を軽減することにより生活の安定を図り、健康の保持及び福祉の増
進に寄与します。令和４年度の医療費助成件数は、13,348件、助成金額
30,661,145円です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保険年金課）

課題と方策

　受給資格があるにも関わらず、受給できていないことがないよう
制度の周知に努めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （こども未来課）

　福祉医療費助成制度の充実を図るため、現物給付方式の導
入に向けて国保の国庫負担金の減額調整措置を撤廃されるよ
う、国に対して要望していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保険年金課）

№ 施策・事業 内　容 担当課

67 相談・支援活動の推進

ひとり親家庭を対象に、生活一般及び自立生活に必要な相談・
指導の充実を図ります。また、関連する制度の周知に努めるとと
もに、関係機関との連携による就業に役立つ情報提供・発信を
進めます。

評価
（進捗状況）

　ひとり親家庭を対象に様々な事業を実施しています。令和４年
９月末時点、母子父子自立支援プログラム策定事業は20人に実
施され、高等職業訓練促進給付金は16人支給しています。ハ
ローワーク等と連携を密にしながら、ひとり親家庭の自立を支援
しています。

課題と方策 　広報やホームページ等により各種事業の周知に努めます。

こども未来課

保険年金課

こども未来課
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（４）障がいのある子どもを持つ家庭への支援
№ 施策・事業 内　容 担当課

68
障がいのある子どものい
る家庭への各種手当・医
療費の助成

障がいのある子どもまたは保護者に対し、障害児福祉手当や特
別児童扶養手当をはじめとする各種手当の支給や医療費の助
成を行い、経済的な負担を軽減します。また、各種手当や助成
を有効に活用してもらうためにも、制度の周知に努めます。

評価
（進捗状況）

　重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必
要な児童に対して、障害児福祉手当を支給しています。障害者
手帳を交付するときにお渡しする「障がい者福祉のてびき」に掲
載し、また、ホームページにも掲載しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障がい福祉課）

　心身障害者医療費助成事業として、医療費の一部を助成し、
医療費が多くかかる心身障がい者の受診にかかる自己負担をで
きるだけ低く抑えることにより、対象者の健康の保持及び福祉の
増進に寄与します。
　令和４年度の心身障害者の医療費助成件数は11,513件、助成
金額64,174,695円。うち18歳までの子どもの助成件数693件、助
成金額2,261,382円です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           （保険年金課）

　令和４年９月末時点での特別児童扶養手当受給者は558人と
なっています。制度については広報やホームページ等で啓発に
努めています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　              （こども未来課）

課題と方策

　障害者手帳を交付する際の「障がい者福祉のてびき」による説
明や、HPへの掲載等により、今後も制度の周知に努めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障がい福祉課）

　福祉医療費助成制度の充実を図るため、現物給付方式の導
入に向けて国保の国庫負担金の減額調整措置を撤廃されるよ
う、国に対して要望していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            （保険年金課）
　
　受給資格があるにも関わらず、受給できていないことがないよう
障がい福祉課と連携します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  （こども未来課）

№ 施策・事業 内　容 担当課

69 在宅福祉の充実

橿原市障がい福祉計画や橿原市障がい者福祉基本計画に沿っ
て、日中一時支援事業や移動支援事業等の障がい福祉サービ
スの利用を促進し、家庭での介護者の負担軽減を図ります。ま
た、障がいのある子どもが住み慣れた地域で安心して暮らせるよ
う、地域の自助・共助力の向上に向けた取り組みを進めます。

評価
（進捗状況）

　実利用者数については、移動支援・日中一時支援ともに横ば
い傾向にあり、継続的に利用いただいています。放課後等デイ
サービスについては、利用人数、利用日数ともに増加しているこ
とから、適時用途に応じて利用いただいている状況です。

課題と方策
　今後も障がいのある子を持つ家庭の方々が問題を抱え込ま
ず、計画的にサービスを利用し、安心して地域で暮らしていただ
けるよう制度の周知に努めます。

障がい福祉課

保険年金課

こども未来課

障がい福祉課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

70
子ども総合支援センター
の充実

子ども総合支援センターにおいて、相談及び乳幼児期からの早
期療育の充実を図ります。また、障がいのある子どもの在籍する
幼稚園・保育所（園）・認定こども園、小学校の職員に対する相
談、研修の充実など関係者への支援体制の拡充を進めます。

評価
（進捗状況）

　発達相談や個別療育、遊びや運動プログラムを行う集団療
育、教職員等への巡回支援、医学的視点に基づく医師等の相
談事業を行うことで、早期から適切な支援につなげられるよう努
めています。
　①発達相談・発達検査　　（のべ３７８件）
　②幼児療育教室　　　　　（のべ４２１人）
　③幼児療育教室参観・連携会議（のべ３０回）
　④巡回訪問支援【就学前】（のべ４８件）
　⑤医師等による相談　　　（のべ１７件）
　⑥児童発達支援事業所「かしの木園」
　　　　　(通所児実数１９９人/のべ２，３２６人）
　⑦ケア会議          　　（のべ３７回）
　⑧通所支援車両利用者数　（のべ６５２人）

№ 施策・事業 内　容 担当課

71 障がい児保育の充実

障がい児受入促進のための人件費助成補助事業や子ども総合
支援センターとの連携などを通じて、全保育所（園）・認定こども
園での障がい児の受け入れをめざし、子ども一人ひとりを大切に
する保育の視点に立って支援を必要とする子どもに細やかな保
育を進めます。

評価
（進捗状況）

　支援の必要な児童一人ひとりに応じた保育・教育の視点に立
ち、細やかな保育に日々取り組んでいます。入所時には必要な
情報を得るために看護師・保健師による聞き取りを行い、可能な
限り環境を整え、人的配置を行えるよう調整しています。

課題と方策
　今後も一人一人を大切にする保育の視点で、支援が必要なこ
どもに関する知識を深めるとともに、卒園後の就学に向けて小学
校との連携を図れるよう、情報共有に努めます。

課題と方策

　発達相談と巡回支援訪問では、支援充実に向けた人材の確
保と質的向上が課題です。また、幼児療育教室と児童発達支援
事業所「かしの木園」でも、人材の確保と職員のスキルアップ、支
援を必要とする子どもに適時療育を提供できる体制を維持する
ことが課題となっています。
　児童発達支援事業所「かしの木園」では、他事業所も併行利
用する子どもが増えたことにより、適正な量の療育を適正な支援
方法で安定して提供し続ける課題があり、在籍する地域の通園
先や相談支援事業所・他児童発達支援事業所等の各関係機関
と共に支援方法等の情報共有を効率的に行うことが必要になっ
ています。

　新型コロナウィルス感染防止の取り組みを行いながら、引き続
き相談や療育を充実するため、外部講師の助言や指導を受け、
新しい知見に触れる機会を増やし、職員の研鑽を続けます。
　また、各関係機関との連携強化においては、子どもが在籍する
保育所（園）・幼稚園・認定こども園・相談支援事業所・児童発達
支援事業所等の関係機関と共に支援方法等の情報共有を効率
的に行うことで、個々に合った適切な相談・療育の提供を進めま
す。

こども発達支
援課

こども未来課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

72
放課後児童クラブにおけ
る障がい児対応の充実

放課後児童健全育成事業に従事する指導員が障がい児対応の
研修を受講することにより、就労等で昼間家庭に保護者がいな
い障がいのある子どもを積極的に受け入れ、障がいのない子ど
もとの交流を促進します。

評価
（進捗状況）

　障がいのある児童の保育において、様々な子どもたちとの交流
等、充実した支援を行うことができるよう、指導員の加配を行った
児童クラブに対し補助金を支出しています。また、施設の状況や
障がいのある児童の人数等を考慮したうえでバリアフリー化の検
討を行います。

課題と方策
　障がいのある児童に対応できる指導員が不足しており、広く募
集を行うとともに、研修等の受講を勧める必要があります。

人権・地域教
育課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

73 特別支援教育の充実

障がいのある子どもがその能力や特性に応じた適切な教育・保
育を受けられるよう、専門職チームによる各幼稚園・保育所
（園）・認定こども園の巡回支援を行うことで、就学相談支援体制
の充実を図ります。また、特別支援教育コーディネーターの養成
とともに、職員が特別支援教育に関する視点と対応力の向上に
努め、子どもの可能性を最大限に伸ばし、社会的な自立ができ
るよう特別支援教育の充実を図ります。

評価
（進捗状況）

　昨年度からこども発達支援課と健康増進課の発達会議に出席
し、保育所・幼稚園に在園している子どもの様子について共有し
たり、特別支援コーディネーターを含めた専門家チームと指導
主事が一緒に私立保育園・公立こども園・幼稚園の巡回支援訪
問を行い、一人ひとりに合わせた支援方法などについて共有
し、連携しました。
　
　就学に関する教育相談について、７月２７日から８月２２日の内
７日間教育相談を実施しました。（教育相談を受けた就学前児童
は８６件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             （こども未来課）

　早期から発達相談や教育相談を行うことで、本人や保護者に
情報を提供します。教員等との情報共有による連携で、保護者
と子どもに適切な支援を行っています。また、発達障がいをもつ
子どもの特性に応じた適切な指導や支援を行える人材の育成や
啓発の推進をしています。
　　①就学後発達相談（のべ３３件）
　　②巡回支援訪問【就学後：小・中学校等】（のべ４８件）
　　③電話相談等（のべ１０２件）
　　④研修会等への講師派遣（１１件）
　　⑤研修会等の実施（５件）
　　⑥来年度就学予定の通所児保護者を対象にした
　　　　教育支援相談の説明会（５月　72名）
　　⑦卒園児（新１年生）の就学先（小学校・特別支援学校）との
　　　　ケア会議及び参観（０回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こども発達支援課）

　特別な支援の必要な子どもが増えている中、特別支援教育の
研修などを活用し、保育の充実に努めます。
　
　就学前の教育相談の課題として、保護者の不安な思いから教
育相談を申込むケースが多くありました。各園に対しても、保護
者の思いを受け止めてもらいながら、アドバイスできる情報を共
有する機会を設けていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          （こども未来課）

　センターに通っている子どもや、過去にセンターに通っていた
子どもが在籍する保育所（園）・幼稚園・小中学校等の各関係機
関との連携の強化が課題です。センターの専門性を生かし、本
人や保護者のニーズに合った支援や指導・助言を行い、就学や
進学へのスムーズな移行を進めていきます。新型コロナウイルス
感染拡大の状況に留意しながら、巡回支援訪問や研修会等で、
子どもの実態の捉え方の助言とともに、子どもが生き生きとする
多様な授業作り等の提案に取り組みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こども発達支援課）

課題と方策

こども未来課

こども発達支
援課
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（５）児童虐待防止等に向けた取り組みの推進
№ 施策・事業 内　容 担当課

74
児童虐待防止に向けた
ネットワーク活動の推進

「子ども家庭総合支援拠点」を設置し、「子育て世代包括支援セ
ンター」と一体的に支援を実施します。また、「橿原市要保護児
童対策地域協議会」を活用して、関係機関等のさらなる連携強
化を進め、児童虐待の防止、早期発見・早期対応・早期支援に
取り組みます。また、児童虐待に対する意識啓発を進めます。

評価
（進捗状況）

　保護や支援が必要な児童やその家庭について、「橿原市要保
護児童対策地域協議会」を活用し、各種会議を通じて関係機関
等の情報共有、役割分担を進めています。また、市ウェブサイト
等を通じて周知を行うことにより、児童虐待に対する意識啓発を
行っています。（令和４年度上半期開催数：代表者会議１回、要
保護児童対策検討庁内委員会１回、実務者会議１回、個別ケー
ス検討会議34回）

課題と方策

　引続き「橿原市要保護児童対策地域協議会」を活用して関係
機関等の連携を進めます。令和４年に「子ども家庭総合支援拠
点」を設置しました。今後、充実に向けて、職員のスキルアップに
努めます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

75 養育支援訪問事業
子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭など保護者の養育
支援が特に必要と認められる家庭を対象に専門職員が訪問し、
相談・指導・助言などの支援を行います。

評価
（進捗状況）

　保育士ＯＢ等の訪問支援職員が、養育支援が特に必要な家庭
を訪問し、専門的相談支援を行っています。

課題と方策
　引き続き関係機関との連携を密にし、養育支援が特に必要な
家庭の把握に努めます。

№ 施策・事業 内　容 担当課

76
家庭児童相談体制の充
実

家庭における児童の養育やその他児童の問題に関する相談、
母子家庭の母親や児童の身上相談、女性の生活や環境上の問
題に関する相談に、相談員が応じます。また、児童虐待やドメス
ティックバイオレンスなどに的確に対応できるよう、相談員の専門
性の向上に努め、相談体制の充実を図ります。

評価
（進捗状況）

　保育士や教員等の資格又は免許等を所持している家庭児童
相談員が、日々電話や窓口、家庭訪問により相談に応じていま
す。（令和４年度上半期実績163件（うち児童虐待相談件数133
件））

課題と方策
　昨今の児童虐待重大事件報道等の影響により、家庭児童相談
は増加及び複雑化傾向にあります。家庭相談員による研修の受
講等により、相談員の専門性の向上に努めます。

子ども家庭相
談室

子ども家庭相
談室

子ども家庭相
談室
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（６）ワーク・ライフ・バランスが実現できる環境づくり
№ 施策・事業 内　容 担当課

77
ワーク・ライフ・バランスの
普及・啓発

男女が仕事とともに家庭・地域に対して責任を持つことができる
よう、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）や「働き方改
革」に関連する情報の啓発を行います。

評価
（進捗状況）

　国、県、関係機関が発行する啓発パンフレットなどを通じて、企
業や事業所に対しての情報提供や啓発に努めました。
　また、奈良労働局と情報交換及び情報共有を図りました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域振興課）

　令和４年６月に市役所分庁舎１階屋内交流スペース及び１０階
展望フロアにおいて、コロナ禍の男女共同参画で男女（パート
ナー）で考える家事負担や家事に関するライフスタイル調査をし
た企業の取組を紹介するパネル展示を実施するとともに、　男女
共同参画広場の情報誌「ゆめおーくだより」６月号で、「家事分担
を楽に」をテーマに取り上げ、見えない家事を「見える化」にし家
事分担のあり方を考える特集記事を掲載し、ワーク・ライフ・バラ
ンスの向上に向けた啓発を行いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人権政策課）

課題と方策

　これまでは関係機関との定期的な打合せをしていましたが、新
型コロナの影響で不定期な連携となりました。今後は新型コロナ
などの環境に影響を受けない仕組みを構築し啓発していきま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域振興課）

　ワーク・ライフ・バランスについて、より理解を深めていただくた
め、引き続き啓発していく必要があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人権政策課）

№ 施策・事業 内　容 担当課

78
仕事と育児の両立に関
する法律･制度の周知と
職場環境づくりの支援

育児休業制度の定着やフレックスタイム制等、柔軟な働き方の
普及についての啓発や情報提供を推進します。

評価
（進捗状況）

　国、県、関係機関が発行する啓発パンフレットなどを通じて、企
業や事業所に対しての情報提供や啓発に努めました。
　また、奈良労働局と情報交換及び情報共有を図りました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域振興課）

　令和４年10月に子育てをしながら就職を目指す女性を対象に
した講座（マザーズセミナー）を実施。また、令和５年２月に仕事
を探している女性や子育てや介護のために退職し、再就職を目
指している女性を対象にした「女性のための就職面接会」を実施
します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人権政策課）

課題と方策

　これまでは関係機関との定期的な打合せをしていましたが、新
型コロナの影響で不定期な連携となりました。今後は新型コロナ
などの環境に影響を受けない仕組みを構築し啓発していきま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域振興課）

　市内事業者に関わる情報収集や連携等を図る機会がないた
め、直接事業所に対し、制度等の周知や職場環境づくりの支援
をしていくことが困難な状況です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人権政策課）

地域振興課

人権政策課

地域振興課

人権政策課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

79
事業所に対する次世代
育成支援対策推進法の
周知

仕事と子育ての両立を支援する体制づくりのため、労働者・事業
主、地域住民等の意識改革を推進するための情報提供を関係
機関の協力を得ながら、種々の情報媒体を活用し広報・啓発を
行います。

評価
（進捗状況）

　国、県、関係機関との連携を図り、企業や事業所に対し、育
児・介護休業法の改正内容などの情報提供をすることで、仕事と
子育ての両立を支援する環境の充実を図るとともに、啓発パンフ
レットなどでも周知に努めました。

課題と方策

　これまでは関係機関との定期的な打合せをしていましたが、新
型コロナの影響で不定期な連携となりました。今後は新型コロナ
などの環境に影響を受けない仕組みを構築し啓発していきま
す。

№ 施策・事業 内　容 担当課

80 女性の再就職・転職支援
出産や育児により退職を余儀なくされた女性や、子育てをしなが
ら就職を希望する女性の再就職を支援するための情報提供を
行いながら、講座等の開設を行います。

評価
（進捗状況）

　令和５年２月に、大和信用金庫　八木支店３階会議室において
「就職面接会＆相談コーナー」を開催し、仕事と生活の両立支
援に取り組む事業所との就職面接会、履歴書の書き方や面接
時のポイントに応じる相談コーナーを提供します。

課題と方策
　より多くの市民の方に参加していただけるよう、周知していく必
要があります。

地域振興課

人権政策課
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№ 施策・事業 内　容 担当課

81
男女共同参画による子育
ての促進

両親学級や幼稚園・保育所（園）・認定こども園等の情報提供機
能を活用し、父親の子育て参加に対する啓発の促進を図りま
す。

評価
（進捗状況）

　令和５年２月に父親の家庭・子育て参画として、家庭内で男性が、家
事や育児をすることで得られる経験を、前向きに捉えることができるよう
に促し、自身の幸福度向上に繋げる目的とした講座を実施します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人権政策課）

　両親学級において、父親としての自覚を促し、子育てに参加・参画す
るための学習機会を提供、さらに意欲を高めるような声かけを実施し、
促進を図っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

　父親も母親も同じように子育てに関わっていけるよう、土曜日・日曜
日・祝日にこども広場を開設し利用を促しています。
　　　　　　　　　　　　　　             　　　　　　　　　（子ども家庭相談室）

　子どもの送迎をはじめ、教育相談や懇談会に両親で参加されるなど、
一緒に子育てに取り組んでいる家庭が多くなってきています。
　今年度はコロナ禍の影響で中止となったり規模を縮小する等して実施
しました。
　こども園では、保護者の参加を最小限にしながら、保護者参加の行事
をすすめています。
　幼稚園において、コロナ禍ですが、園により保護者の参加人数を最小
限度にして、子どもたちに少しでも豊かな行事を楽しませたい思いで実
施しました。（PTA活動、夕涼み会や少数保育参加、園庭整備、廃品回
収時での活躍など）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こども未来課）

課題と方策

　引き続き、男性による子育ての参画促進に向けた、学習機会の提供
及び啓発方法等を工夫しながら実施していく必要があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人権政策課）

　今後も感染予防対策を強化した上で、継続して実施していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）

　コロナ収束後は積極的にこども広場や講座について広く周知を図り、
参加者増に努めます。また、土曜日に講座（パパとクッキング）を一時中
止していますが、感染が落着き次第再開を検討しています。
　　　　　　　　　　　                   　　　　　　（子ども家庭相談室）

　今後も感染症対策を取りながら、保護者の参加に対する思いが形に
実現できるように継続して取り組んでいきます。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こども未来課）

人権政策課

健康増進課

子ども家庭相
談室

こども未来課
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